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請 願 文 書 表 

令和８年５月22日提出 

請願

番号 

受 理 年 月 日 

件 名 
  要 旨 紹 介 議 員 

付  託 

委員会名 

１ ８.４.13 

横浜スタジア

ムにおける使

用料に係る条

例の制定等に

ついて 

１ 横浜スタジアム使用料

を条例で定め、議決された

い。 

２ 横浜スタジアムの使用

料につき、市や管理会社と

使用者との間でどのような

契約が存在しているのか明

らかにされたい。 

３ 球場使用の広告料収入

などの帰属がどうなってい

るのか解明されたい。 

太 田 正 孝 GREEN×

EXPOみど

り 

２ ８.４.23 

横浜みどり税

の廃止につい

て 

横浜みどり税の廃止を決議

されたい。 

太 田 正 孝 総務 

３ ８.４.30 

新本牧ふ頭の

環境影響評価

の問題点につ

いて 

本牧海づり施設の利用者た

ちに意見を聞かなかったこ

とをきちんと謝罪された 

い。 

太 田 正 孝 

井 上 さ く ら 

荻 原 隆 宏 

経済港湾 

４ ８.５.８ 

（仮称）ガー

ラ・レジデン

ス洋光台建築

計画における

建築主らに対

する適切な指

導について 

横浜市中高層建築物等の建

築及び開発事業等に係る住

環境の保全等に関する条例

の規定に基づき、横浜市長

が建築主に交付した意見書

に記載した趣旨を踏まえ、

本市の担当部署が建築主ら

に対し適切な指導を実施さ

れたい。 

太 田 正 孝 まちづく

り 
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５ ８.５.８ 

横浜市建築局

の技術系職員

による科学的

な判断及び指

導の実施につ

いて 

本市建築局の技術系職員 

は、事業者側から提示され

た資料に関し、横浜市民の

命を守る観点から、科学的

な視点から判断を行うとと

もに、技術系職員が事案の

対処から逃避するのでは期

待された職務を果たすこと

ができず、横浜市民の命を

守れないことを肝に銘じ 

て、職務に邁進されたい。 

太 田 正 孝 まちづく

り 

 


